
西宮市障害者移動支援事業実施要綱 

  

（趣旨） 

第 １ 条 本市における障害者の移動支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第123号。以下「法」という。）及び西宮市地域生活

支援事業実施要綱に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（事業内容） 

第 ２ 条 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動

等社会参加を行う外出のための支援とする。但し、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、

通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として１日の範囲内で

用務を終えるものに限る。 

（事業者の指定） 

第 ３ 条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、西宮市移動支援事業所指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。ただし、法第５条第１項に規定された居宅介護、重度訪問介護、同

行援護又は行動援護に係る法第２９条第１項の指定を同時に受けようとする西宮市所在の事

業所及び既に指定を受けている事業所については、次の第４号、第６号の書類を省略すること

が出来る。 

（1）申請者の登記簿謄本又は条例等 

（2）従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

（3）管理者及びサービス提供責任者の経歴書 

（4）事業所の平面図  

（5）運営規程 

（6）利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

（7）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、法第３６条に基づく指定障害福

祉サービス事業者の指定に準じて、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定が適当と

認める場合につき西宮市移動支援事業所指定通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

３ 指定を受けたもの（以下「指定事業者」という。）が、第１項の規定に関する書類の記

載内容を変更しようとするときは、指定内容変更届出書（様式第３号）を市長に提出する

ものとする。 

４ 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、西宮市移動支援事業廃止届（様

式第５号）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

（指定の更新） 

第 ４ 条 前条の事業者の指定は、６年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過

によって、それらの効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有

効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指

定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定



の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 （指定事業者の基準） 

第 ５ 条 指定移動支援サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、障害者の

日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）（以

下、「指定障害福祉サービス基準省令」という。）で定める指定居宅介護の事業の人員に

関する基準に準じて、指定移動支援サービスの事業の人員を確保しなければならない。た

だし、指定障害福祉サービス基準省令第５条第１項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣

が定めるものは、別表第５に定めるものとする。 

２ 指定移動支援サービス事業者は、指定障害福祉サービス基準省令第８条で定める指定居

宅介護の事業の設備に関する基準に準じて、設備等を備えなければならない。 

３ 指定移動支援サービス事業者は、指定障害福祉サービス基準省令第９条から第３１条ま

で及び第３３条から第４２条までに定める指定居宅介護の事業の運営に関する基準に準

じて、指定移動支援サービスを提供しなければならない。 

（指定事業者の責務） 

第 ６ 条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始

について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。 

（利用対象者） 

第 ７ 条 西宮市移動支援調査票（様式第６号）において移動（屋外）が「全介助、又は一部

介助」であり、次に掲げる要件を満たす者で、満９歳に達してから最初の４月１日以降にあ

る者（年齢が左に満たない児童の場合は保護者による支援が実施できない場合に限る）。但

し、法第５条第３項に規定する重度訪問介護、同条第４項に規定する同行援護、同条第５項

に規定する行動援護及び同条第９項重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの支給決定

を受けている者を除く。 

（1）全身性障害者（児） 肢体不自由の程度が身体障害者手帳１級に該当する者であって、

両上肢及び両下肢の重度の機能障害を有する者 

（2）知的障害者（児） 療育手帳所持者 

（3）精神障害者（児） 精神障害者保健福祉手帳所持者 

（4）難病患者（児）等 法第４条第１項又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２

項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める

ものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、屋外での移動時

に車椅子が必要で、自走できないことが医師の意見書により明らかな者 

（移動支援の種類） 

第 ８ 条 この事業の種類は「移動支援」と「重度移動支援」とし、適用については西宮市障害

者総合支援法等障害福祉サービス等支給ガイドラインに定めるものとする。 

（申請） 

第９条 この事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者（以下「利用者等」とい

う。）は、介護給付費障害児通所給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費療養介護医療

費地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減免等申請書（以下「申請書」という。）



を市長に提出するものとする。 

 （利用決定） 

第１０条 市長は、前条の申請があった場合は、西宮市移動支援等調査票（様式第６号）に

基づき調査を行い、速やかに利用の要否を決定し、利用が適当な場合は西宮市移動支援事

業支給決定通知書（様式第７号）により利用者等に通知するものとする。 

２ 市長は、事業の利用を決定した場合は、移動支援事業受給者証（様式第９号。以下「受

給者証」という。）を利用者等に交付するものとする。 

 （変更申請） 

第１１条 前条の規定により決定された内容について利用者等が変更しようとするときは、申

請書を市長に提出するものとする。 

 （変更通知） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その要否について西宮市移動支援

事業支給変更決定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

 （資格喪失） 

第１３条 第１０条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用資

格を喪失する。 

（1）利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。 

（2）利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。 

  （但し、住所地特例による住所変更を除く。） 

（3）利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。 

（4）利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。 

（受給者証の再交付の申請） 

第１４条 受給者証を紛失又は破損した場合は、受給者証再交付申請書（様式第１０号）によ

り再交付を申請するものとする。 

（給付費の支給） 

第１５条 市長は、この事業の利用者に対し第８条の移動支援の種類に基づき、平成 18 年

3 月 29 日厚生労働省告示第１６９号の別表介護給付費単位数表の通則イ、ロ及び５の外

出介護サービス費に準じて、単価の１００分の９０に相当する額を給付費として支払う

ものとする。その際、告示中の「身体介護を伴う場合」は「重度移動支援」に、「身体

介護を伴わない場合」は「移動支援」に読替えるものとする。ただし、費用の受給に関し

代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。 

 （代理受領） 

第１６条 前条の規定により代理受領の委任を受けた指定事業者は、移動支援事業費請求書（様

式第１１号）に移動支援事業費明細書（様式第１２号）及び移動支援事業提供実績記録票（様

式第１３号）を添えて、市長に費用の請求をするものとする。 

２ 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月１０日までに請求がなされた分に

ついて、翌々月末日までに行うものとする。 

 （負担額及び月額負担上限額等） 

第１７条 利用決定障害者等がこの事業を利用した場合は、第１５条に規定する単価の１００

分の１０に相当する額を負担するものとする。但し、同一の月の負担額は障害者の日常生活



及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18 年政令第 10 号。以下「政令」

という。）第１７条で定める額を上限とする。  

（事業者の指定に係る経過措置） 

第１８条 第３条の規定にかかわらず、平成１８年９月末日までに外出介護を行う事業所

として法第３６条により、指定を受けている事業所については、西宮市移動支援事業所

指定申請書（様式第１号）に指定通知書の写し及び法３６条第３項各号の規定に該当し

ない旨の誓約書（参考様式１）を添付して提出することをもって、この事業の指定を受

けたものと見なす。  

 （移動支援の種類に係る経過措置） 

第１９条 第７条の規定にかかわらず、平成１８年９月末日までに法附則第８条による外

出介護の支給決定を受けている者で、平成１８年１０月１日からこの事業に移行する要

件を満たしている者のうち「身体介護を伴う」とされている者に対しては「重度移動支

援」を、それ以外の者に対しては「移動支援」を平成１８年１０月１日よりそれぞれ同

時間支給決定する。 

（報告及び調査等） 

第２０条 市長は指定移動支援サービスの実施等に関して必要があると認めるときは、指定移

動支援サービスの利用の決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下、「利用決定者等」と

いう。）、利用決定者等の配偶者若しくは利用決定者等の属する世帯の世帯主その他その世帯

に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他物件の提出若しくは

提示を命じ、又は担当職員に質問させることができる。 

２ 市長は指定移動支援サービスの実施等に関して必要があると認めるときは、指定移動支援

サービスを行った者に対し、その行った指定移動支援サービスの実施等に関し、報告若しく

は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定事業者又は移動支援事業所の従業者そ

の他移動支援事業に携わる者（以下「移動支援事業者等」という。）に対し出頭を求め、又は

担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは移動支援事業者等の当該指定に係るサービス

事業所に立ち入り、その設備若しくはその他の物件を検査させることができる。  

３ 前項において、移動支援事業者等に指定移動支援サービスの実施等に関して適当でないと

認める部分があるときは、当該移動支援事業者等に対して改善指導を行うことができる。 

４ 第２項の規定による質問を行う場合においては、担当職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

（勧告） 

第２１条 市長は、指定移動支援サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認め

るときは、当該指定移動支援サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置を

とるべきことを勧告することができる。 

（1）指定移動支援サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しく

は技能又は人員について、第５条第１項で定める基準に適合していない場合、当該基準を遵守

すること。 

（2）指定移動支援サービス事業者が、第５条第２項で定める指定移動支援サービスの事業の

設備及び運営に関する基準に従って適正な指定移動支援サービスの事業の運営をしていない場

合、当該基準を遵守すること。 



２ 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定移動支援サー

ビス事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。  

（指定の取消し） 

第２２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、指定移動支援サービス事

業者等の指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

とができる。 

（1）指定移動支援サービス事業者が、法第５０条に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定

の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止されたとき。 

（2）指定移動支援サービス事業者が、法第４２条第３項の規定に違反したと認められるとき。 

（3）指定移動支援サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは

技能又は人員について、第５条第１項で定める基準を満たすことができなくなったとき。 

（4）指定移動支援サービス事業者が、第５条第２項で定める指定移動支援サービスの事業の設

備及び運営に関する基準に従って適正な指定移動支援サービスの事業の運営をすることがで

きなくなったとき。 

（5）移動支援事業費の請求に関し不正があったとき。 

（6）指定移動支援サービス事業者が、第２０条第２項の規定により報告又は帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  

（7）指定移動支援サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第２０条第

２項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、

若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為

を防止するため、当該指定移動支援サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを

除く。 

（8）指定移動支援サービス事業者が、不正の手段により第１５条の指定を受けたとき。 

（9）前各号に掲げる場合のほか、指定移動支援サービス事業者が、この法律その他国民の保健

医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは

処分に違反したとき。 

（10）前各号に掲げる場合のほか、指定移動支援サービス事業者が、移動支援サービスに関し

不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

（11）指定移動支援サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取

消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前５年以内に移動支援サ

ービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

（12）指定移動支援サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又

は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前５年以内に移動支援サービス

に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

 （補則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

 



付 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。但し、第１７条の月額負担上限額につ

いては、経過措置として別表第１、２のとおりとする。 

   付 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から実施する。但し、第１７条の月額負担上限額につ

いては、経過措置として、利用者本人が１８歳以上の場合は別表第３－１、１８歳未満

の場合は別表第３－２のとおりとする。 

   付 則 

 この要綱は、平成２２年７月１日から実施する。但し、第１７条の月額負担上限額につ

いては、利用者本人が１８歳以上の場合は別表第４－１、１８歳未満の場合は別表第４

－２のとおりとする。 

付 則 

 この要綱は、平成２３年１０月１日から実施する。但し、第１７条の月額負担上限額に

ついては、利用者本人が１８歳以上の場合は別表第４－１、１８歳未満の場合は別表第

４－２のとおりとする。 

付 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から実施する。 

付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２８年５月 1 日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は、令和元年１０月 1 日から実施する。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年４月 1 日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和５年５月 1 日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月 1 日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和６年７月 1 日から実施する。 

 

 

 

 

 



別表第１（適用期間 平成１９年４月１日から平成１９年６月３０日） 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得１ ３，７５０円 

低所得２ ６，１５０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１０万円未満） ９，３００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１０万円以上） ３７，２００円 

 

別表第２（適用期間 平成１９年７月１日以降） 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得１ ３，７５０円 

低所得２ ６，１５０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円未満） ９，３００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円以上） ３７，２００円 

 

 別表第３－１（適用期間 平成２０年７月１日以降） 

 

18

歳

以

上 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得１ ３，７５０円 

低所得２ ６，１５０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円未満） ９，３００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円以上） ３７，２００円 

※利用者本人が１８歳以上の場合の「世帯」の範囲は「利用者本人及び同一世帯に属する配偶

者」とする。 

別表第３－２（適用期間 平成２０年７月１日以降） 

 

18

歳

未

満 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得１ ３，７５０円 

低所得２ ６，１５０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が２８万円未満） ９，３００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が２８万円以上） ３７，２００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 別表第４－１（適用期間 平成２２年４月１日以降） 

 

18

歳

以

上 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円未満） ９，３００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が１６万円以上） ３７，２００円 

※利用者本人が１８歳以上の場合の「世帯」の範囲は「利用者本人及び同一世帯に属する配偶

者」とする。 
 

 別表第４－２（適用期間 平成２２年４月１日以降） 

 

18

歳

未

満 

区   分 月額負担上限額 

生活保護 ０円 

低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が２８万円未満） ４，６００円 

一般（世帯の市町村民税所得割合計額が２８万円以上） ３７，２００円 

 

 別表第５ 

資格等 全身性 知的 精神 難病患者等 

介護福祉士 ○ ○ ○ ○ 

実務者研修修了者 

（旧：ホームヘルパー１級、介護職員基礎研修） 
○ ○ ○ ○ 

介護保険法・介護職員初任者研修修了者 

（旧：ホームヘルパー２級） 
○ ○ ○ ○ 

居宅介護職員初任者研修修了者 

（旧：居宅介護従業者養成研修１級、２級） 
○ ○ ○ ○ 

障害者居宅介護従事者基礎研修修了者 

（旧：居宅介護従業者養成研修３級） 
○ ○ ○ ○ 

ガイドヘルパー（全身性障害者）養成研修修了者 ○ × × ○ 

ガイドヘルパー（知的障害者）養成研修修了者 × ○ ○ × 

日常生活支援従業者養成研修修了者 ○ × × ○ 

重度訪問介護従業者養成研修修了者 ○ ○ ○ ○ 

行動援護従業者養成研修修了者 × ○ ○ × 

 


